
村上市内で生産された木材（スギ・ヒノキ）を使用して 

市内に木造建築物を建築（新築・増築・改築）される方 

に補助金を交付します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村上市役所  農林水産課林業水産振興室 ＴＥＬ０２５４（５３）２１１１（内線３５２２） 

または各支所 産業建設課産業観光室までお願いします。 

補助金申請・実績報告の様式は市のホームページからダウンロードできます。 

申請条件 

 ○村上市内で生産されたスギ・ヒノキ材を利用し、村上市内に建築（新築・増築・改築）される木造建築物が対象 

です。 

 ○住宅・工場・倉庫及び車庫などの木造建築で、１棟につき５０万円を超える村上市産スギ・ヒノキ材の購入費 

があること。 

 ○村上市住宅リフォーム事業の申請箇所と重複しないこと。 

 ○申請は同一世帯において、同年度内で１回、１棟限りです。 

 ○国・県など他の補助事業と重複しての申請はできません。ただし、新潟県の「新潟県産材の家づくり支援事業」 

との併用は可能です。 

 ○工事着手前に申請し、審査を受けてください。 

 

補助金額 

 ○村上市産スギ・ヒノキ材購入経費の２0％以内。１棟最大で ３０万円。 

 

【URL】http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/123/shisanzai-iedukuri1.html 
地域材の利用で、森林の機能向上と地域林業活性化を！  

計算例①材購入費 1,375,500 円 補助金額 275,000 円（千円未満切捨て） 

計算例②材購入費 4,220,000 円 補助金額 300,000 円（最大 30 万円） 

 

村上市住宅リフォーム

事業との併用は可能

です。 


